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○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
を
休
職
さ
せ
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
法
人
そ
の
他
の

（
職
員
を
休
職
さ
せ
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
法
人
そ
の
他
の

団
体
等
）

団
体
等
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
休
職
月
等

３

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
休
職
月
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
職
月
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
職
月
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
休
職
月
等
と
す
る
。

に
定
め
る
休
職
月
等
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は

一

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
事
由
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に

定
す
る
事
由
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に

職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
又
は
国
家
公
務
員
の
自
己

職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
又
は
国
家
公
務
員
の
自
己

啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号

啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号

）
第
二
条
第
五
項
（
同
法
第
十
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
（
同
法
第
八

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用

条
第
二
項
（
同
法
第
十
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
（
国
家

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
（

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

同
法
第
十
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す

七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た

法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

休
職
月
等
（
次
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と

。
）
若
し
く
は
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法

る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
を
除
く
。
）

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
（
同

当
該
休
職
月
等

法
第
十
一
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
、
国
会
職

員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
八
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
若
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し
く
は
裁
判
官
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
配
偶

者
同
行
休
業
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期

間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
（
次
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
現
実

に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
を

除
く
。
）

当
該
休
職
月
等

二

育
児
休
業
（
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

二

育
児
休
業
（
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児

成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児

休
業
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

休
業
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一

年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一

項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
及
び
裁
判
官
の
育
児
休
業

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
及
び
裁
判
官
の
育
児
休
業

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
一

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り

項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り

現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
（
当
該
育
児
休
業

現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
（
当
該
育
児
休
業

に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
限

に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
限

る
。
）
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
（
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に

る
。
）
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
（
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
含
む
。
）
及
び
国
家

（
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
含
む
。
）
及
び
国
家

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
（
同

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
（
同

法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い

法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
（

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
（

同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お

同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
含
む

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
含
む

。
）
を
い
う
。
）
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な

。
）
を
い
う
。
）
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な

い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
法

い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
法

第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
（
以
下
「
職

第
六
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
（
以
下
「
職

員
の
区
分
」
と
い
う
。
）
が
同
一
の
休
職
月
等
が
あ
る
休
職
月

員
の
区
分
」
と
い
う
。
）
が
同
一
の
休
職
月
等
が
あ
る
休
職
月

等
に
あ
つ
て
は
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ

等
に
あ
つ
て
は
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
最
初
の
休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の

ぞ
れ
そ
の
最
初
の
休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の
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三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
（
当
該
相
当
す
る
数
に
一
未
満
の
端

三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
（
当
該
相
当
す
る
数
に
一
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
な
る
ま
で
に

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
な
る
ま
で
に

あ
る
休
職
月
等
、
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が

あ
る
休
職
月
等
、
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が

同
一
の
休
職
月
等
が
な
い
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
当
該
休
職
月

同
一
の
休
職
月
等
が
な
い
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
当
該
休
職
月

等

等

三

第
一
号
に
規
定
す
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務

三

第
一
号
に
規
定
す
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務

を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
（
前
号
に

を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
（
前
号
に

規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ

規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ

た
休
職
月
等
を
除
く
。
）

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員

た
休
職
月
等
を
除
く
。
）

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員

の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
が
あ
る
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
職

の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
が
あ
る
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
職

員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
最
初
の

員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
最
初
の

休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の
二
分
の
一
に
相
当

休
職
月
等
か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
月
数
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
数
（
当
該
相
当
す
る
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

す
る
数
（
当
該
相
当
す
る
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
な
る
ま
で
に
あ
る
休
職
月
等
、

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
な
る
ま
で
に
あ
る
休
職
月
等
、

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等

退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
職
員
の
区
分
が
同
一
の
休
職
月
等

が
な
い
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
当
該
休
職
月
等

が
な
い
休
職
月
等
に
あ
つ
て
は
当
該
休
職
月
等
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○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

分
を
受
け
た
者

分
を
受
け
た
者

二

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
五
項
又
は
特
定
独
立
行
政

二

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
五
項
又
は
特
定
独
立
行
政

法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
者
と
さ
れ

百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
者
と
さ
れ

た
者

た
者

三

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

三

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

四

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

四

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

い
る
者
を
含
む
。
）

い
る
者
を
含
む
。
）

四
の
二

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（

四
の
二

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
交
流
派
遣
職
員

す
る
交
流
派
遣
職
員

四
の
三

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般

四
の
三

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般

職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
四
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

第
四
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

（
地
方
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
者
を
除
く
。
）

（
地
方
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
者
を
除
く
。
）
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四
の
四

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律

四
の
四

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
弁
護
士
職
務
従
事
職
員

す
る
弁
護
士
職
務
従
事
職
員

四
の
五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平

四
の
五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自

成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自

己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

四
の
六

国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平

（
新
設
）

成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者

五

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十

五

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十

四
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二

四
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二

ま
で
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の

ま
で
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の

六

国
の
一
般
会
計
又
は
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
の
常
勤
職
員
給

六

国
の
一
般
会
計
又
は
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
の
常
勤
職
員
給

与
の
目
か
ら
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
者

与
の
目
か
ら
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
者

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

し
な
い
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上

よ
り
、
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上

勤
務
し
た
日
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と

勤
務
し
た
日
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と

と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
引
き
続

と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
引
き
続

い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に
至

い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に
至

つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と

つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と

を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

２

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者

２

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に

一

国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に

任
用
さ
れ
た
者

任
用
さ
れ
た
者

二

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項

二

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項

又
は
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
第
七
条

の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

三

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十

三

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十

四
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
又
は
前
号
に
掲
げ

四
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
又
は
前
号
に
掲
げ
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る
者
に
準
ず
る
も
の

る
者
に
準
ず
る
も
の

四

国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
か
ら
給
与
を
受
け
な
い
者

四

国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
か
ら
給
与
を
受
け
な
い
者

第
四
十
四
条
の
五

法
第
百
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
常
時
勤
務

第
四
十
四
条
の
五

法
第
百
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
常
時
勤
務

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
条
第

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
四
号
の
五
若
し
く
は
第
四
号

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
四
号
の
五
に
掲
げ
る

の
六
に
掲
げ
る
者
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

者
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第

律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
修
学
休

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る

業
を
し
て
い
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め

者
に
準
ず
る
者
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
国
の
職
員
の
取
扱
い
）

（
国
の
職
員
の
取
扱
い
）

第
四
十
二
条

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
以

第
四
十
二
条

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
以

外
の
国
家
公
務
員
で
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
常

外
の
国
家
公
務
員
で
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
常

時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
に
含
ま
れ
る
も
の

時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
に
含
ま
れ
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

分
を
受
け
た
者

分
を
受
け
た
者

二

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

二

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

三

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

三

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

い
る
者
を
含
む
。
）

い
る
者
を
含
む
。
）

四

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の

四

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の

国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四

国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四

十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
（
国

十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
（
国

の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
者
、
公
立
学
校
共
済
組
合
の
組
合

の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
者
、
公
立
学
校
共
済
組
合
の
組
合

員
と
な
つ
た
者
及
び
団
体
職
員
と
な
つ
た
者
を
除
く
。
）

員
と
な
つ
た
者
及
び
団
体
職
員
と
な
つ
た
者
を
除
く
。
）

五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓

九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓

発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

六

国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

（
新
設
）

十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
配
偶
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者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者

七

国
の
一
般
会
計
又
は
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
の
常
勤
職
員
給

六

国
の
一
般
会
計
又
は
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
の
常
勤
職
員
給

与
の
目
か
ら
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
者

与
の
目
か
ら
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
者

八

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し

七

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

な
い
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
に
つ
い

り
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
の
規

て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
の
規

定
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与

定
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与

え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に

え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に

至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該

至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該

勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
も
の

る
も
の

第
四
十
三
条

前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条

第
四
十
三
条

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条

第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
給
与

第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
給
与

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
給
与
に
つ
き
、

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
給
与
に
つ
き
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
俸
給
に
相
当
す
る
給
与
と
し
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ

る
俸
給
に
相
当
す
る
給
与
と
し
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

２
～
８
（
略
）

２
～
８
（
略
）
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○

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
公
務
員
の
範
囲
）

（
公
務
員
の
範
囲
）

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
国
家
公
務
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行

政
令
で
定
め
る
国
家
公
務
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
四
号
の
五
及
び
第
四
号
の
六
に
掲
げ
る

、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
四
号
の
五
に
掲
げ
る
者
、
同
項
第
五

者
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
二
号
又
は
第
四
号
の
二

号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
二
号
又
は
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
に

に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
を
除
く
。
）
並
び
に
同
項
第
六
号
及
び

準
ず
る
者
を
除
く
。
）
並
び
に
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

第
七
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
（
第
五
条
関

係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
常
勤
職
員
の
範
囲
）

（
常
勤
職
員
の
範
囲
）

第
四
条

通
則
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す

第
四
条

通
則
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処

分
を
受
け
た
者

分
を
受
け
た
者

二

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

二

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
休
職
者
と
さ
れ
た
者

り
休
職
者
と
さ
れ
た
者

三

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

三

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者

四

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

四

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て

い
る
者
を
含
む
。
）

い
る
者
を
含
む
。
）

五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓

九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓

発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

六

国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

（
新
設
）

十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
配
偶

者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者


